
令和５年度

福島町議会

　　　　　見直し検討による

行動計画書の進行管理]
〔全体進行管理期間：令和５年１２月～令和９年８月〕　　　

【計画決定】

令和５年１２月

　[福島町議会基本条例

【今回進行管理期間】

      令和５年１２月～令和６年３月

別紙１



○ 経　過 （基本条例全体の見直し／行動計画策定）

R 5. 9.15 議会運営委員会【行動計画案の協議】

R 5.10. 5 議会基本条例諮問会議で確認

R 5.12.12 議会運営委員会【行動計画の決定】



１

　前行動計画からの継続実施

◎議員間討議要綱の積極的推進

　平成31年4月1日施行の下記要綱の積極的推進を図る。

福島町議会議員間討議要綱抜粋

第２条　自由討議とは、福島町議会会議条例第４２条に基づき行われる、本会
議・常任委員会・特別委員会等（以下「本会議等」）における討議をいう。

第３条　自由討議は、議員の質疑・意見交換の後、議長による討議の確認に対
し、議員から討議の表明（挙手）があったときに行う。
２ 議長は、表明した議員の意見を確認し、論点・争点を明確にして討議により
合意形成に努める。
３ 常任委員会等における自由討議は、前項を準用する。

　現在、常任委員会における議員間討議については、休憩中に論点・争点を取り

まとめて進めているが、今後、本会議等の議案等に対する意見交換において、

賛否が明確に分かれた場合には、討議・討論の手法を積極的に取り入れる。

　本会議等の議案等に係る部分では、賛否が明らかに分かれるケースがなかった。

目標期間等

■令和５年度

　常任委員会調査事件の委員会意見とりまとめについては、休憩中ではあるが論

具体的な
取組内容

取組内容
（結果）

具体的な項目

１

整理
№

行動計画

・議員間討議の推進

点・争点を明らかにするような流れで、簡易的に自由討議の形がとられている。

再開後、委員長が内容を確認し、一任をとって報告書をまとめることとしている。
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２

 よう注意

の徹底」についても検証、一定の成果があがっていると評価し、継続実施する。

　 　　　　　　　②質疑の際に意見交換になっていたため注意

 　12月会議・・・①他の議員席から私語や笑い声が聞こえていたため注意

　　　　　　　　 ③声が小さくて聞こえない。再質問を整理して質問する取組内容
（結果）

■令和５年度

　令和５年度定例会会議後の議会運営委員会で反省事項の確認を実施した。

【反省事項】

　　6月会議・・・①質疑、意見交換のルールの徹底について確認

　　　　　　　　 ②一般質問において、数字的なものは通告に入れるか事

　　　　　　　　　 前文書質問を行うよう注意

 　 9月会議・・・①答弁者が手を上げず座ったまま答弁を始めたので注意

具体的な
取組内容

　現在、定例に再開する本会議終了後の議会運営委員会において「本会議の反

省」を行っており、一般質問を含めた各議案の質疑・意見交換の「一問一答制

行動計画

◎現行ルールの継続実施

　平成28年4月から実施されている現行ルールを継続実施する。

【参考（令和４年度定例会3月会議の反省事項）】

（１）一般質問(５名６項目)
　・小鹿議員、佐藤議員、川村議員、木村議員、平沼議員・・特になし
　①再質問で人数等を聞くのであれば通告内容に含めるべき。
　②町長・教育長に質問を通告しているのに、ほとんど教育長への質問となっ
ていた。
　③関連のある団体の会長である議員からの一般質問であったので質問の方法
等検討すべきであったのではないか。

（９）令和5年度当初予算
　　・答弁について、質問者の質問について簡潔明瞭に答弁する必要がある。

（10）令和4年度補正予算 ・・・・・・特になし
（11）人事案件・・・・・・・・・・・特になし
（12）政治倫理基準の遵守・・・・・・特になし

（13）一問一答制の徹底・・・・・・・特になし

整理
№

具体的な項目 目標期間等

２ ・議員の発言に係るルールの確立 前行動計画からの継続実施
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３

取組内容
（結果）

■令和５年度

　議会内での発言・行動等は、上記のとおり議会運営委員会で検証し、議会

外の活動についても注視しているが、該当する案件はなかった。

に対象案件が発生した場合には、条例に基づき粛々と対応する。

行動計画

◎福島町議会議員政治倫理条例の遵守

　平成31年4月1日施行の下記条例に基づき、議員の議会内外の活動における

「政治倫理基準の遵守」を徹底し、議会基本条例の理念を追求する。

福島町議会議員政治倫理条例抜粋

第４条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(１)　町民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会・議員の品位・名誉を損
なう行為を慎み、常に人格と倫理の向上に努め、不正の疑惑を持たれるおそれ
のある金品の授受その他の行為をしないこと。
(２)　福島町職員の職務執行を妨げるような不正な働き掛けをしないこと。
(３)　福島町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資して
いる法人等、福島町が行う許可・請負その他の契約等に関し、特定の者のため
に不正な働き掛けをしないこと。
(４)　福島町の職員の採用、昇任等の人事に関し、不正な働き掛けをしないこ
と。

具体的な
取組内容

　平成28年から、定例に再開する本会議終了後の議会運営委員会の反省検討

項目に「政治倫理基準の遵守」を追加し検証しており、継続実施するととも

整理
№

具体的な項目 目標期間等

３ ・政治倫理条例の遵守 　前行動計画からの継続実施
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４

積極的に継続実施する。

○総務教育部会（団体活動の現状と課題等）

○経済福祉部会（団体活動の現状と課題等）

【町民と議員との懇談会開催内容】

　参加住民との意見交換を実施。

・参加者は17会場で99人、最大は12人、最少は0人、平均5.8人。

整理
№

具体的な項目 目標期間等

４ ・広報・広聴活動の充実 前行動計画からの継続実施

・R5.6.30（金）商工会青年部との懇談会。（7名参加）

行動計画

◎広報・広聴常任委員会活動の充実

　平成31年4月1日施行の下記要綱の積極的推進を図る。

福島町議会議会広報広聴要綱抜粋

第１条　福島町議会基本条例に基づき、町民と議会・議員の情報共有によ
る協働のまちづくりを目指し、「議会だより」「議会ホームページ」「町
民と議員との懇談会」「議会白書」等の広報広聴活動の充実を図ることを
趣旨とし、必要な事項を定めることを目的とする。

第２条　広報広聴活動として、町民の意見・情報を集約し、個人情報を除
く、全ての議会活動情報を町民に周知することを基本方針とする。

　意見253件。

具体的な
取組内容

　現在、広報広聴常任委員会両部会において、年１回程度、町内各種団

体との広聴活動を実施しており、一定の成果が上がっていると評価し、

取組内容
（結果）

■令和５年度

　下記のとおり町内各種団体との懇談会を開催した。

・R5.6.23（金）町内文化団体との懇談会。（9名参加）

・R5.6.26（金）町内スポーツ団体との懇談会。（10名参加）

・R5.6.26（月）農業協同組合との懇談会。（5名参加）

・3班体制を組み、2/2から2/13までのうち6日間で、町内会館等を訪問し
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５

図る。

　　　意して編集する。

第６条　議会ホームページの編集方針は、次のとおりとする。
（１）町民に周知すべき、議会活動の基本的な資料・情報を全て発信する。
（２）新たな情報は、迅速に更新する。

整理
№

５
14

前行動計画からの継続実施

目標期間等具体的な項目

・議会ホームページの充実
・議会だよりの充実・改善

具体的な
取組内容

◎町民に親しまれる議会だより・HPの検討

　レイアウトの工夫、写真活用、フルカラーの採用、町民参画企画等を検討

し、町民に見やすく、分かりやすい紙面(画面)を目指す。

行動計画

◎福島町議会議会広報公聴要綱に基づく議会だより・ホームページの充実

　平成31年4月1日施行の下記要綱に基づき各種広報広聴活動の一層の充実を

福島町議会議会広報広聴要綱抜粋

第３条　議会だよりの編成方針は、次のとおりとする。
（１）町民が読むことを念頭に、議会活動を住民目線で分かりやすく整理・
選択して発信する。
（２）議事については、議決に至る経過を示し、課題・施策、多様な意見・
論点を整理編集する。
（３）町民の関心に応える紙面づくりに努め、構成、タイトル、写真・図表
等を活用し、読みやすいレイアウトの工夫をする。

　　　する。

取組内容
（結果）

◎平成31年4月１日から議会広報広聴要綱を施行し、議会だより・HPの編集

方針、掲載事項・構成を規定している。　　　　　　　　　　　　　　　　　

■令和５年度

【ホームページ】

　第3条（4）編集にあたっては、議会に品位を守り、掲載事項の内容につ

　　　いて、誹謗中傷等町民に疑義や誤解が生じることの無いよう十分注

　第4条（5）寄稿文、町民の声、議員の雑感、編集後記　　　　　

（議会だよりの編集方針）

・ホームページの反応速度を上げるために、サーバー移行を実施。

◎議会広報広聴要綱の改正（予定）

（議会だよりの研修事項）

　　2 第5号による掲載原稿の提出を受け、原稿の内容に疑義が生じた場合

　　　は、原稿の提出者に内容を説明し再提出させることが出来るものと
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６

　　(1)議会運営委員長が司会・進行する。

　　(2)各議員で注意・確認が必要だと思われる点を出してもらい、

　　(3)一般質問予定者で、他の議員の意見を参考に聞きたい議員がいた

　　行った。

　　議員が調べてきたことを勉強会で出し合う等開催方法を見直してい

　　る。

整理
№

具体的な項目 目標期間等

６ ・議員勉強会の充実 前行動計画からの継続実施

現実には事務局からの説明主導で、それに対して議員が質疑する形とな

っており、今後は、上記の順番どおり議員の疑問点からスタートした勉

強会を目指す。

行動計画

◎議員勉強会の内容充実

　現在の勉強会は、下記内容により進めているが、特に（２）（３）が活

　　　出席議員で議論・確認する。

　●議員勉強会の内容

用されていない状況であり、さらに積極的な活用を促す。

　　　 場合は時間を設け意見交換を行う。（答弁書を全議員に配布する。）

具体的な
取組内容

取組内容
（結果）

■令和５年度

　・令和元年12月会議の勉強会から、議会運営委員長の進行により、議

　　案ごとに疑問点等を確認し、議員主導の勉強会を開催している。

　　一般質問についても通告書・答弁書を議員全員に配付し意見交換を

　・令和3年9月会議の勉強会から、事前に質問事項を提出、それぞれの

　これまでの行動計画でも上記のような内容での取り組み計画だったが、

－6－



７

整理
№

具体的な項目 目標期間等

７
９
11

・議員活動の充実
・一般質問の充実
・文書質問の更なる活用

行動計画

◎自主的な取組みによる個人活動報告等の実践

　各議員の活動事例やホームページ開設の実践例等を確認し合いながら自

主活動の充実に向けて実践する。

◎一般質問の充実

　他の町村議会の質問項目等を参考に、当町でも取り上げる一般質問内容

がないかを確認し、一般質問の更なる充実を図る。

◎文書質問の更なる充実

　町民要望等に対応する調査手段として、一般質問と同様、積極的に活用

する。

具体的な
取組内容

　議員個々の活動報告やホームページの開設など自主的活動を喚起する。

　他の町村議会の質問項目等を参考に、一般質問の充実を図る。

　町民要望等に対する調査手段として、一般質問と同様、文書質問の積

極的な活用を図る。

自主取組

取組内容
（結果）

■令和５年度

　「議員活動の充実」「一般質問の充実」については、各議員が日々努

力している。（令和５年度一般質問　延べ13人、14件（実人数6人））

　文書質問については、年々減少傾向である。（令和５年度文書質問１件）

－7－



８

検討する。

【町民と議員との懇談会開催内容】

・３班体制を組み、2/2から2/13までのうち6日間で、町内会館等を訪問し
　参加住民との意見交換を実施。

・参加者は17会場で99人、最大12人、最少0人、平均5.8人。意見253件。

・内容を実施報告書にまとめ、行政側へ手交。

取組内容
（結果）

■令和５年度

　全議員に「町政に対する要望・意見の取りまとめ」を配布したが、両常

任委員会で調査事項の項目として取り上げるものはなかった。

　次年度以降も継続し、対象とするものがあれば実施していく。

　上記を参考資料として、下記のとおり町民と議員との懇談会を実施。

具体的な
取組内容

　毎年、行政が実施している「町政に対する要望・意見の取りまとめ」、

議会が実施する「町民と議員の懇談会」報告書を町民からの請願・陳情

と位置付け、両常任委員会の調査事項項目として検討する。

行動計画

◎町内会要望を活用

　毎年、行政が実施している「町政に対する要望・意見の取りまとめ」を

町民からの請願・陳情と位置づけ、両常任委員会の調査事項の項目として

福島町議会議会広報広聴要綱抜粋

第８条　町民と議員の懇談会(議会報告会)の開催方針は、次のとおりとす
る。

（１）議会側の説明は、直近「議会だより」を中心に簡略にし、参加者か
ら話を聞くことを重点とする。

（２）懇談・意見交換の内容を整理し、議会だより・HP等に掲載、必要に
応じ、町部局へ手交し、対応を町内会に報告する。

目標期間等

前行動計画からの継続実施

具体的な項目

・「町政に対する要望・意見の取りまとめ」の
活用

整理
№

８
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９

取組内容
（結果）

■令和５年度

　新たな議決事件の追加・削除はなかった。（議決事件 13件）

具体的な
取組内容

　毎年、町と議会との議論状況や新たな計画等の策定状況を確認のうえ、

現状に合った追加・削除を検討する。

行動計画

◎議決事件の追加及・削除

　下記の通り平成31年4月1日施行の議会基本条例の改正により、3件の議

決事項を追加、令和元年度に1件を削除し、現時点で13本の議決事件とし

ている。毎年、町との議会議論の状況や新たな計画等の策定状況を確認

のうえ、現状に合った追加・削除を検討する。

【追加議決事項（平成31年4月1日施行）】

　①町民憲章・宣言

　②友好（姉妹）市町村締結

　③町花・町木

【削除した議決事件】

　①福島町まちづくり行財政推進プラン

整理
№

具体的な項目 目標期間等

10 ・議決事件の追加等の検討 　R5.12～　実施
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10

取組内容
（結果）

■令和５年度

令和５年度は、常任委員会による先進地視察は行わなかった。

具体的な
取組内容

行政課題等に対応した、自治体視察を毎年常任委員会で検討する。

【過去の自治体視察等】

《平成28年度（総務教育・経済福祉合同）》
　①千葉県千葉市（医療法人社団　明生会）・・・地域医療
　②静岡県吉田町（株式会社　ヤマザキ）・・・・産業振興

《平成30年度（経済福祉）》
　①厚沢部町・乙部町・・・・・・・・・・・・・簡易水道事業

行動計画

◎常任委員会の自治体視察等

　常任委員会の自治体視察予算は、政務活動費導入に合わせ当初予算計上

を廃止した経緯があるが、各常任委員会においてテーマを決め、必要に応

じて補正予算対応により先進地等の自治体視察を検討する。

整理
№

具体的な項目 目標期間等

12 ・常任委員会における自治体視察の検討 前行動計画からの継続実施
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11

る。

　　施設へ視察研修を行った。

具体的な
取組内容

　勉強会等の場を活用しながら視察先等を決定するなど、グループでの積

極的な利用促進を図る。

行動計画

◎政務活動費の利用促進

　平成28年度より月額5千円（年6万円）から月額1万円（年12万円）に増額

し、研修視察等や事務費に活用している。しかし、グループでの視察研修

の日程調整等が難しく、調査研究費の活用が少なくなってきており、勉強

会等の場を活用しながら視察先等を決定するなど、積極的な利用促進を図

【過去の利用実績】

《令和２年度》　支消額　745,696円（交付額120万円）　支消率37.9％

《令和３年度》　支消額　576,953円（交付額108万円）　支消率46.6％

《令和４年度》　支消額　329,868円（交付額108万円）　支消率69.5％

取組内容
（結果）

■令和５年度

　全議員(延べ10人)が交付申請。

　支消額　516,366円（交付額108万円）　支消率47.8％

　※令和5年度は改選期ということもあり、下半期に常任委員会等が集中し

　　たため支消率が減少した。

(参考)　■令和４年度

　支消額　750,132円（交付額108万円）　支消率69.5％

　※令和４年度は新型コロナウイルスの感染拡大も落ち着きを見せ始めた

　　10月に経済福祉常任委員会委員を中心に福島県富岡町の有害鳥獣処理

整理
№

具体的な項目 目標期間等

13 ・政務活動費の利用促進 　R5.12～　実施

－11－
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　町民が、いつでも閲覧できるよう図書室の充実について、さらに検討す

る。

　　議会〕

　いる。

具体的な
取組内容

　前年度分の本会議資料等を、図書室で保管する。

　・配置資料以外の資料についても、要請があれば閲覧可能としている。

取組内容
（結果）

■令和５年度

　・平成28年4月より前年度分の本会議資料等を図書室で保管・公開して

　・議員の活用は少なく、町民の利用もない。

　・有効活用のためには、議会HP等での周知と、公開資料の充実が課

　題である。

　　(4)過去1年間の会議録〔本会議・常任委員会・特別委員会・全員協

行動計画

◎議会関係資料の図書室配置

　議会で管理している議会図書室は、現在、議会だよりや地方議会人、月

刊ガバナンスなどを閲覧可能としている。本会議や常任委員会等の資料に

ついても、１年分については町民が目にすることができる状況となってい

る。　

　○配置している議会関係資料

　　(1)本会議の資料（過去1年）

　　(2)常任委員会・特別委員会の資料（過去1年）

　　(3)全員協議会の資料（過去1年）

整理
№

具体的な項目 目標期間等

15 ・議会図書室の充実 前行動計画からの継続実施

－12－
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取組内容
（結果）

■令和５年度

　・新たな任期での行動計画を策定。

具体的な
取組内容

　上記スケジュールに沿って取り組みを進める。

行動計画

◎議会評価等に基づく毎年の整理、見直し等

　平成30年度に時点修正や文言整理など関連条例等を含む大幅な改正（制

定）を実施した。次期改選期は令和9年8月であり、次のスケジュールによ

り毎年の整理、見直し作業を行う。

         　　　　　　対策、議会改革の見直し等、次期改選期に向けた

　　　　　　　　　　 課題について諮問会議に諮り、答申結果を踏まえ

　　　　　　　　　　 検証する。

（４）令和9年度・・・新たな任期での行動計画の作成

整理
№

具体的な項目 目標期間等

16 ・議会基本条例等の改正 　R5.12～　実施

（１）令和6年度・7年度・・・議会評価に基づく基本条例の検証

（２）令和8年度・・・議会基本条例全体の検討（諮問会議）、改正等の

　　　　　　　　　　 必要があれば改正を行う。

（３）令和8年度・・・人口減少に伴う議員定数の在り方、議員のなり手

－13－


